
江
戸
の
防
衛
と
八
王
子

傭
兵
集
団
配
備

の
意
味
再
考

開

沼

正

)(1
江戸の防衛 と八王 」二

は

じ

め

に

戦
国
時
代

の
末
期
、
武
蔵
国
多
摩
郡
八
王
子
に
は
北
条
氏

の
支
城
八

王
子
城
が
あ

っ
た
。
天
正
十
八

(
一
五
九
〇
)
年
六
月

に
豊
臣
方

の
上

杉
景
勝
、
前
田
利
家
ら

の
軍
勢

に
攻
撃
さ
れ
城
が
落
ち
、
翌
月
に
は
小

田
原
城
が
開
城
し
た
。
関
東
に
は
北
条
氏
に
代
わ

っ
て
徳
川
家
康

が
移

封
さ
れ
、
新
た
な
領
国
支
配
を
進
め
た
。
八
王
子
に
は
大
久
保
長
安

の

指
揮

の
下
に

「関
東
十
八
代
官
」

の
陣
屋
が
設
置
さ
れ
、
ま
た

「
千
人

組
」
と

い
う
集
団
が
組
織
さ
れ
た
。

千
人
組
と
は
甲
斐
武
田
氏

の
旧
臣
九
人
と
彼
ら
に
付
属
す
る
同
心
二
四

八
人
を
中
核
に
し
た
組
織

で
、
家
康

の
関
東
移
封
後
、
天
正
十
九
年

に

二
五
一
.人
、
慶
長
五

(
一
六
〇
〇
)
年
に
は
五
〇
〇
人
を
新
た
に
増
員

し
、
合
計
で

一
〇
〇
〇
人

(頭
も

.
人
増
え
て

.
○
人
、
以
下
、
頭
に
つ

い
て
は

「千
人
頭
」
と
呼
ぶ
)
に
な

っ
た
た
め
こ
の
名
が
あ
る
。

最
初

の
増
員

で
採
用
さ
れ
た
同
心

に
は

、
五
俵
、
.
一度
日

の
増
員

の
際

に
は

一
〇
俵

の
俸
禄
が
支
給
さ
れ
た
と
さ
れ
て

い
る
。

代
官

の
設
置
が
民
政
を
担
当
す

る
も
の
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
千
人

組
は
軍
事
を
担
当
す
る
と
さ
れ
た
。
八
王
子
は
小
仏
峠
を
は
さ
ん
で
甲

斐
国
に
つ
な
が

っ
て
い
る
。
家
康
が
関
東

に
移

っ
た
後

の
甲
斐
国

に
は

　

秀
吉

の
信
頼
す

る
大
名

が
配
置
さ
れ
た
。

『桑
都
日
記
』

に
も

「
不
虞

に
備

へ
、
且

つ
甲
州

口
の
防
を
な
す

(五
九

ペ
ー
ジ
)」
と
あ

る
通
り
、

千
人
組
は
秀
吉

の
軍
勢
を
八
王
子
で
く

い
と

め
、
江
戸
を
防
衛
す
る
た

め
の
軍
隊
だ
と
説
明
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
説
は
従
来

の
千
人
組

に
関
す
る
研
究

の
冒
頭
に
、
千
人
組

の
設
置
目
的
と
し

て
全
く
無
批
判

の
ま
ま

「
通
説
」
と
し
て
採
用
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し

『桑
都

日
記
』

や

『新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
な
ど

の
書
物

の

成
立
に
は
千
人
組

の
同
心
が
深
く
か
か
わ

っ
て
お
り
、
彼
ら
の
由
緒

に

関
す
る
記
述
を
そ
の
ま
ま
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
確
か

に

『桑
都
日

記
』

に
あ

る
よ
う

に
、
本
多
正
信
が
千
人
組
設
置
の
目
的
を

「
甲
州
n

の
防
衛
」
と
伝
え
た
の
は
事
実
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
そ
れ
を
否
定
す
る

資
料
も
な

い
。
と

こ
ろ
が
下
人
紅

の
実
際

の
動
員

の
さ
れ
方
は
設
置

の

H
的
と
矛
盾
す
る
こ
と
が
多

い
の
は
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
は
見
過
ご
す

べ
き
で
は
な

い
。

ま
た
初
期
千
人
組

の
構
成
に

つ
い
て
は
、
「
北
条

の
旧
臣
を
中
心

に

八
王
子

の
有
力
農
民
を
加
え
て
組
織
さ
れ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
き
た
が
、
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「旧
臣
」
も

「有
力
農
民
」
も
定
義
が
今
ま

で
は
明
確
で
は
な
か

っ
た
。

「旧
臣
」
が
具
体
的

に
ど

の
よ
う
な
階
層
を
念
頭
に
お

い
て
使

わ
れ

て

い
る

の
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
通
常
は

「
～
騎
」
と
数
え
ら
れ
る

騎
馬

の
武
士
だ

?
た
階
層
を
指
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
も
し
千
人

同
心
研
究

に
お

い
て
足
軽

や
中
間
ク
ラ
ス
ま

で
旧
臣
に
含
め
て
い
た
と

す
る
と

、
千
人
組
が
ど

の
階
層

の
旧
臣
を
中
心
に
紐
織
さ
れ
た
か
で
、

そ

の
性
格
は
大
き
く
異
な

っ
て
し
ま
う

か
ら

で
あ
る
。

「
有
力
農
民
」
と

い
う
言
葉
も
後
北
条
時
代

の
関
東

で
は
あ
ま
り
意

味
が
な

い
。
有
力
な
農
民
は
武
力
を
保
持

し
、
戦
争

に
際
し
て
は
し
ば

し
ば
人
員

・
武
器

・
食
料

の
負
担
を
し
て

い
る
。

つ
ま
り

「予
人
組
は

北
条
旧
臣
と
有
力
農
民
で
組
織
さ
れ
た
」
と

い
う
説
明

に
は
誤
り
は
な

い
か
も
し
れ
な

い
が
、
逆

に

い
え
ば
何
も
明
ら
か
に
な

っ
て
お
ら
ず
、

さ
ら
に

「千
人
組
」

の
こ
と
を
あ
ま
り
知
ら
な

い
人
が

「旧
臣
」
と

い

う
言
葉
を
騎
馬
ク
ラ
ス
の
家
臣
と
誤
解
す
る
お
そ
れ
ま

で
あ
る
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
千
人
組

の
本
質
を
明
ら
か
に
し
た
上

で
、
近
肚
初
期

の
八

王
子

の
軍
事
的
地
位
を
改
め
て
考
え
て
み
た

い
。

近
世
武
士
の
基
準

千
人
組

の
本
質
を
理
解
す

る
た
め
に
、
ま
ず
武
士
と
同
心
、
同
心
と

千

人
組

配
下

の
同
心

(以
下

「千
人
同
心
」
と
呼
ぶ
)

の
違

い
に

つ
い

て
触
れ
、
こ
れ
に
よ

っ
て
千
人
同
心

の
特
異
性
を
う
き
ぼ
り
に
し
て
お

き
た

い
。

「武

士
」
と

は
何
か
と

い
う
問

い
に

一
言

で
答
え

る
の
は
難

し

い
。

平
安
末
期
か
ら
近
世
に
い
た
る
ま

で
の

一
〇
〇
〇
年
に
近

い
歴
史

の
中

で
、
言
葉

の
使
わ
れ
方
も
変
化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
定
義
が
存
在
し

て
い

る
か
ら

で
あ
る
。

鎌
倉
時
代

で
は

「武
士
」
と

い
え
ば
基
本
的
に
は

「御
家
人
」
を
意

味
し
、
御
家
人
の

「郎
等
」
を
も
武
士

の
範
罐
に

い
れ
ら
れ
る
。
こ

の

意
味
で

「武
十
」
は
身
分
を
表
す
喬
葉

で
は
な

い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

た
と
え
御
家
人
と
同
等

の
武
力
や
規
模
を
も

っ
て
い
よ
う
と
も
、
非
御

家
人
で
あ
れ
ば

「武
士
」
と
は
呼
ば
れ
な
か

っ
た

こ
と
か
ら
、
「
武
十
」

と

い
う
言
葉
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
意
味
を
持

っ
て
い
た

こ
と
が
わ

か
翫
・

そ
の
後
室
町
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け

て
は
誰
が
武
士
で
あ
る
か
を
認

定

で
き

る
公
権
力
が
存
在

せ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
集
団
が
武
装
す
る
中

で
、

武
士

の
定
義
は
あ

い
ま

い
と
な

っ
た
。
秀
吉

は
い
わ
ゆ
る

「兵
農
分
離
」

策
を
進
め
、
こ
れ
に
よ
り

「
武
士
」
が
身
分
を
表
す
言
葉
に
な
り
、
近

世
で
は
武
士
と
庶
民

の
区
別
も
明
確
に
な

っ
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
身

分
的
周
縁
論
が
最
近
活
発
に
な

っ
て
き
た
こ
と
が
示
す
よ
う

に
、
誰
も

が
納
得
で
き
る
よ
う

な
線
引
き
が
武
士
と
庶
民
と
の
問
で
確
定
さ
れ
た

わ
け
で
は
な

い
。
名
字

や
帯

刀
も
武
士
だ
け

の
独
占
物

で
は
な

い
こ
と

は
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
そ
う

し
た
基
準
と
し
て

「武
士
と
は
軍
役
を
負

っ
て
い
る

者
」
と

い
う
狭

い
定
義
を
し

て
お
く
。

こ
の
場
合

の

「軍
役
」
と
は
単

に
戦
争

に
参
加
す

る
こ
と

で
は
な
く
、
動
員
を
か
け

る
こ
と
を
意
味
す

る
。
「軍
役
」

で
語
弊
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
「動
員

の
義
務
」
と
置
き

換
え

て
も
よ

い
。

こ
の
基
準

に
照
ら
し
た
場
合
、
武
士
と

い
え

る
の
は

た
と
え
鎗
持

一
人

で
も
戦
場

に
動
貝
す

る
義
務

の
あ
る
者

で
あ
る
。
大

名
や
旗
、本

・
御
家
人
は
将
軍

に
対
し

て
、
諸
藩

の
士
は
大
名
に
対
し
て
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こ
の
義
務
を
負

っ
て

い
る
。
以
下
、
「武
士
」
と

い
う
言
葉
は
こ
の
意

味

で
用

い
る
。

以
上

の
定
義
か
ら

い
う
と
、
同
心
は
武
士

で
は
な

い
。
同
心

の
成
り

立
ち
を
振
り
返

っ
て
み
て
も
、
戦
場
で
武
士
に
付
き
従

っ
た
者
た
ち
、

あ
る

い
は
大
名

に
動
員
さ
れ
、
武
士
に
付
属
さ
せ
ら
れ
た
者
た
ち
が
そ

の
原
型

で
あ
り
、
土
地
を
媒
介
に
し
た

「御
恩
」
と

「奉
公
」

の
主
従

関
係
に
は
な

い
。
武
士

に
は
主
君
と

の
親
疎
関
係
か
ら
格
式
が
発
生
す

る
の
に
対
し
て
、
同
心

の
間
に
は
そ
う

し
た
も

の
は
な

い
。
幕
府

の
職

制

で
い
え
ば
、
役
高
万
石
以
上

の
京
都
所
司
代

の
同
心
も

二
〇
〇
〇
石

高
の
鎗
奉
行

の
同
心
も
同
じ
三
〇
俵

二
人
扶
持

で
、
格
式

の
違

い
は
な

い
。
鎗
奉
行

の
同
心
か
ら
京
邪
所
司
代

の
同
心

に
な

っ
て
も
昇
進
し
た

こ
と
に
は
な
ら
な

い
。

江
戸
幕
府

の
同
心
も
元
は
徳

川
氏
と

い
う
戦
国
大
名

に
動
員
さ
れ
、

配
下

の
武
士

に
付
属
さ
れ
た
の
が
起
源
で
あ
る
。
彼
ら
は
も
と
も
と
パ

ー
ト
タ
イ
ム
で
動
員
さ
れ
る
だ
け
な

の
で
、身

一
つ
で
戦
場

に
い
け
た
。

彼
ら
は
寄
子
と
も
呼
ば
れ
、
巾
に
は
地
侍
的
な
者
も

い
た
が
、
農
民
層

と
思
わ
れ
る
者
も
少
な
く
な

い
。

こ
れ
が
近
世
に
な
り
文
配
体
制
が
固

ま

っ
て
く

る
に
つ
れ

て
、
「人
」

で
は
な
く

「役
職
」

に
付
属
す

る
よ

う

に
な

っ
た
。

幕
府

の
同
心
は
役
が
な
く
な
れ
ば
職
を
失
う
が
、
武
L
は
役
を
失

っ

て
も
家
禄
ま

で
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
戦
国

時
代
の
同
心
は
武
士
の
補
助
と

い
う
仕
事

が
な
く
な
る
と
軍
紅
織
か
ら

見
れ
ば
不
必
要

に
な
る
の
に
対
し
て
、
武
士
は
所
領
を
媒
介
と
す
る
将

軍
や
大
名

へ
の
奉
公

の
義
務
が
残

る
と

い
う

こ
と
と
対
応
し
て

い
る
。

武
士
も
同
心
も
戦
時
に
は
と
も

に
戦
闘
に
参
加
し
、
世

の
中
が
平
和

に
な
る
と
、
と
も

に
名
字

・
帯
刀
の
特
権
を
与
え
ら
れ
、
支
配
階
級
と

さ
れ
た
。
と

こ
ろ
が
武
士
と
同
心

の
違

い
は
、
そ
の
後
も
厳
然
と
意
識

さ
れ
続
け
た
。
あ
ま
り

に
明
確
な
違

い
な

の
で
わ
ざ

わ
ざ
法
制
化
す

る

必
要

の
な
か

っ
た
と

い
う

の
が
身
分
法

の
な
か

っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

明
治
に
な
り
、
身
分
が
な
く
な
る
と
同
時
に

「士
族
」
「卒
族
」
「平

民
」

が
明
確

に
分
類
さ
れ
た
の
は
象
徴
的

で
あ
る
。
と
も
に
特
権
階
級

を
構
成
し
て

い
た
と

い
う
意
識
か
ら
同
心
を

一
般
庶
民
よ
り
上

の
卒
族

と
し
た
。
し
か
し
武
士
と
は
違
う
と

い
う
意
識
が
士
族
と
卒
族
を
分
け
、

さ
ら
に

一
代
限
り
の
卒
族
は
平
民
に
編
入
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
分
類
は
、
対
象
が
個
人

で
は
な
く
集

団
で
あ
る
だ
け
に
、

明
確
な
基
準

に
基
づ

い
て
機
械
的
に
行
わ
れ
な

い
限
り
は
政
治
紛
争
を

お

招
き
か
ね
な

い
問
題

で
あ
る
が
、
武
十
と
庶
民
は
む
し
ろ
明
治
に
な

っ

て
初
め
て
制
度
と
し

て
明
確

に
分
類
さ
れ
た
と

い
え
る
。
以
L
が
武
十

と
同
心

の
違

い
で
あ
る
。

同
心
と
千
人
同
心

同

心

も

τ

人

同

心

も

こ

こ

で

い
う

「
武

ヒ
。」

で
な

い
点

で

は

同

じ

で

あ

る

。

そ

れ

で

は

違

い
は

何

か

、

こ

こ

で

は

(
、
V

人

数

、

(
.
.)

川

身

階

層

、

(
、、.)

身

分

の
取

扱

い

の

、、、点

に

つ

い

て
述

べ

て

い
き

た

い
。

(
.
)
人
数

の
違

い

幕
府

の
役
職

で
中
期
以
降
に
重
要
性
を
増
し
た
勘
定
所
な
ど

の
役
所

で

は
、
長
官

で
あ
る
武
士

の
下
役
に
さ
ら

に
武
士

(旗
本

・
御
家
人
)
を

つ
け
る
こ
と
で
官
僚
機
構

の
充
実
を
図

っ
た
(図
1
)
。
ひ
と

つ
の
役
所

‐goo



(4)

内

で
武
士

が
昇
進
し

て
い
け
る
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
た
わ
け

で
あ

る
。

実
際
に
お
目
見
え
以
下

の
支
配
勘
定
を
初
任
職
と
し
た
御
家
人
が
遠
国

奉
行
に
昇
進
す
る
例
は
数
多

い
。

逆
に
戦
争
が
な
く
な
り
暇

に
な

っ
た
番
方
の
多
く

の
役
職

で
は
長
官

一
人
に
与
力

・
同
心
を
付
属
さ
せ
る
だ
け
と

い
う
シ
ン
プ
ル
な
形
態
を

図1勘 定方 の昇進 概念 図

(『日本の近世3』161ペ ージ、図3か ら転載、役高は筆者が加筆 した)

勘 定 奉 行(3000石)

↑ ＼ 遠 国 奉 行(1。。。石)

勘定吟味役(5。 。石)/

↑ ＼ 佐 灘 行(1。。。石)
/

代 官(150俵)・ 郡代(400俵)

↑

行(200石)

 

奉勘 定 組 頭(350俵)⇔ 金

↑

そ二〒(200俵)

 

奉定(150俵)⇔ 蔵

 

勘

↑

支 配 勘 定(100俵 「御 目見得」以下)

鎗奉行の支配図21

残
し

て
い
る

(図
2
1
1
、
2
1

2
)
。

こ
う
し
た
シ
ン
プ

ル
な
役
職
は
、
勘
定
所

の
例
と
違

っ
て
、
武
士

の

家
格
が
何
よ
り
も
重
要
な
意
味
を
も

つ
。
そ
れ
ゆ
え
千
人
頭
か
ら
鎗
奉

行

に
昇
格
し
た
例
は

ひ
と

つ
も
な

い
。

い
や
千
人
頭
と
鎗
奉
行

の
問
に

は
お
そ
ら
く

「昇
格
」
と

い
う
概
念
さ
え
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

千
人
組
が
甲
州
に

い
た
時
代
に
は
、
シ
ン
プ
ル
な
形
態
だ

っ
た
。
頭

九
人

に
同
心

二
四
八
人
と
す
れ
ば
、
武
士

(千
人
頭
)

一
人
に

つ
き
平

均

二
八
人

の
同
心
が
付
き
従

っ
て
い
た
計
算

に
な
る
。

こ
れ
く
ら

い
の

数

で
あ
れ
ば
甲
州
時
代

の
千
人
頭
ク
ラ
ス
の
武
士
が
付
属
さ
せ
ら
れ
る

同
心

の
数
と
し
て
不
自
然

で
は
な

い
。

と

こ
ろ
が
先

に
述

べ
た
二
度

の
増
員
に
よ

っ
て
千
人
組
は
文
字
ど
お

り
同
心

一
〇
〇
〇
人

か
ら
な
る
組
織
と
な

っ
た
。
勘
定
所

の
よ
う

に
武

士
を
重
層
的
に
配
属
し
て
人
数
が
多

い
の
と
は
事
情
が
違

い
、
同
心
ば

「

与
力

.
同
、心

鎗

奉

行

千

人 「

頭 同

心

組 「

頭 持

添

抱

 

※
千
人
頭
以
下
が
鎗
奉
行
支
配

に
な

っ
た

の
は
、

降

で
、
そ
れ
以
前
は
老
中
支
配
だ

っ
た
。

図

2
1

2

旗
奉
行
の
支

配

「

与

力

.
同
、心

旗

奉

行

平

同

心

遅
く
と
も
天
和
年
間
以

99



(5)

か
り
を
集
め
て
人
数
が
多

い
組
織

で
あ

る
。
こ
れ
は
幕
府
職
制

の
中

で

も
不
自
然
な
ほ
ど

の
同
心
数
と

い
え

る
。

幕
府

の
職
制

で
同
心
数

の
多

い
役
職
は
千
人
頭
の

一
〇
〇
〇
人
を
筆

頭

に
、
先
手
組

の
九
三
〇
人
、
百
人
組

四
〇
〇
人
、
大
番
組

二
四
〇
人
、

町
奉
行
所

二
四
〇
人
、
留
守
居

二
〇
〇
人
な
ど
と
な

っ
て
い
る
。
し
か

し
こ
れ
は
組
全
体

の
同
心

の
数

で
あ

っ
て
、
長
官

(武
士
)

一
人
に
付

属
さ
れ
る
同
心
数
を
比
較
す
る
と
千
人
組

の
同
心
数
は
際
立

っ
て
い
る

(表
1
)。

役
職
と
同
心
数
に

つ
い
て
は
格
式

が
高

い
役
職
ほ
ど

(京
都
所
司
代

な
ど
)
、
あ

る

い
は
多
忙
な
役

職
ほ
ど

(町
奉
行
な
ど
)
、
同
心
数

が
多

く
な
る
傾
向
が
あ
る
が
、
千
人
頭
は
そ

の
ど
ち
ら
で
も
な

い
。
さ
ら
に

役
高

か
ら
み
た
場
合
、
千
人
組

の
不
自
然
さ
は
よ
り

一
層
明
確
に
な
る
。

江戸の防衛と八王子

表1長 官一人あたりの同心数

役 職 名 役 高(石) 同 心 数

京都所司代 10000 goo

大 坂 在 番i10000 100

留 守 居15000 50

大 番 頭 5000 20

書 院 番 頭 X/11 20

小 姓 組 番 X111 0

江戸町奉行 3000 120

百 人 組 頭 3000 100

新 番 頭 2000 0

旗 奉 行 2000 15

鎗 奉 行 2000 10

京都町奉行 1500 50

大坂町奉行 1500 50

先 手 組 1500 30

千 人 組 200俵 goo

※「国 史大辞典』(古川弘文館)、『江戸幕府

役職集成』(笹問良彦、雄 山閣)を 参考に

して作成

(二
)
出
身
階
層

の
違

い

こ
の
不
自
然
さ
が
千
人
組

の
二
度

の
増
員
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
は

い
う
ま

で
も
な

い
。
こ
の
増
員

に
よ

っ
て
千
人
組

の
同
心
は

一
挙

に
四

倍
に
な

っ
た
。
そ
し
て

一
般

の
同
心
と
比
べ
て
、
数
に
お

い
て
際
立

っ

た
だ
け
で
な
く
、
性
格
ま
で
変
え

て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
が
同
心
と
千
人

同
心

の
二
つ
目
の
違

い
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
に

つ
い
て
述

べ
る
。

落
城
間
も
な

い
八
王
子
は
多
く

の
浪
人
で
あ
ふ
れ

て
い
た
。
千
人
同

心
は
こ
れ
ら
旧
北
条
氏

の
浪
人
に
有
力
農
民
層
を
加
え
て
成
立
し
た
と

い
う

の
は
前

に
も
述
べ
た
。

こ
の
記
述
自
体
に
誤
り
は
な

い
か
も
し
れ

な

い
。
し
か
し
最
近

の
研
究

に
よ
る
と
、
資

料
に
み
ら
れ
る

「浪
人
」

が
具
体
的
に
意
味
す
る
対
象
は
、
従
来
考
え
ら
れ

て
き
た
よ
う
な

「武

士
」

で
は
な
く
、
大
部
分
は

「中
間
」
と
か

「あ
ら
し
こ
」
な
ど
と
呼

ば
れ
、
戦
場
を
渡
り
歩

い
て
生
活
す
る
傭
兵
や
ゴ

ロ
ツ
キ
で
あ

っ
た

こ

と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。

「傭
兵
」
と

い
う
語
は

『国
史
大
辞
典
』

で
は
立
項
さ
れ
て
い
な

い
。

主
従
関
係

に

つ
い
て
、
従
来
は

「忠
孝
」
と

い
う
近
世
の
倫
理
観
ば
か

り
が
強
調
さ
れ
、す

べ
て
の
戦
闘
員
が
主
君
に
無
私

の
忠
誠
を
尽
く
し
、

傭
兵
な
ど
存
在
し
な
か

っ
た
か
の
よ
う

な
印
象
を
与
え

て
い
る
。
近
世

に
は
、
も
と
は
契
約

の
戦
闘
員

で
あ

っ
た
岡
心
に
も
忠
誠
心
が
吹
き
込

ま
れ
た
。
主
君
と

の
関
係

で
は
武
L
と
傭
ー王
ハの
間
に
は
明
確
な
違

い
が

あ

っ
た
が
、
倫
理
上
、
両
者

の
違

い
は
不
明
確
に
な

っ
た
。
現
代
か
ら

み
て
違

い
が
分
か
り

に
く

い
の
は
、
未
だ
に
わ
れ
わ
れ
が
近
世
の
主
従

関
係

に
引
き
ず
ら
れ
、
契
約
に
よ

っ
て
.雇
わ
れ
る

「傭
兵
」
と

い
う
語

感
に
は
違
和
感
を
も

っ
て

い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
御
恩
と
奉
公
と

い
う
主
従
関
係
を
も

つ
武
士
は
全
軍
隊

の

一
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6)

割
程
度

に
す
ぎ
ず
、
大
部
分
は
カ
ネ
に
よ
る
契
約

で
あ
る
。
彼
ら
は
戦

争
が
な
く
な
る
と
食

い
詰
め
て
し
ま
う
。
小
田
原
北
条
氏

の
滅
亡
と
秀

吉
に
よ
る
統

一
政
権

の
成
立
は
、
彼
ら
か
ら
半
永
久
的

に

「職
場
」
を

奪

っ
た
こ
と
に
な
る
。
当
時

の
八
王
子
に
は
そ
う
し
た

「失
業
者
」
が

ウ
ヨ
ウ
ヨ
し
て
い
た
。
進
駐
し

て
き
た
徳
川
氏

に
と

っ
て
は
、
戦
争

で

逃
げ
散

っ
て
し
ま

っ
た
百
姓
た
ち
を

一
日
で
も
早
く
元

の
耕
作

に
従
事

さ
せ
た
か

っ
た
に
ち
が

い
な

い
。
し
か
し

「戦
場
あ
ら
し
」

の
よ
う
な

連
中
が
い
た

の
で
は
そ
れ
も

で
き
な

い
。
百
姓
が
安
心
し
て
戻

っ
て
こ

ら
れ
る
環
境
を
整
え

る
た
め
に
は
、
「失
業
者

」
た
ち

の
生
活
保
証
が

不
可
欠
で
あ

っ
た
。
千
人
同
心
と
し
て
採
用
さ
れ
た
者

の
大
部
分
は
戦

場
を
渡
り
歩

い
て
食

い
つ
な

い
で
い
た
階
層

で
あ
り
、
増
員
の
本
当

の

理
由
は
彼
ら

の
救
済

に
と
も
な
う
百
姓

の
還
住
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

同
心
は
、
本
来
、
武
士

の
職
務
上
の
補
助

で
あ
る
か
ら
、
前
述

の
よ

う

に
よ
ほ
ど
多
忙
か
格
式

の
高

い
役
職

で
な

い
限
り
、
せ

い
ぜ

い

一
〇

数
人
も

い
れ
ば
充
分

で
あ

る
。
そ
れ
な

の
に
千
人
同
心
は
二
〇
〇
俵
ク

ラ
ス
の
武
士

一
人
に

つ
き

一
〇
〇
人
も
配
さ
れ
、
あ
た
か
も
戦
闘
員
で

あ
る
か

の
よ
う

に
長
柄
を
持
た
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
千
人
同
心
が
、

武
士

の
職
務
補
助
と

い
う
同
心
本
来

の
目
的

で
は
な
く
、
傭
兵
と
し
て

雇
わ
れ
た
と

い
う
成
立
過
程
を
残
し

て
い
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。

ま
た
千
人
同
心

の
俸
給

(
一
〇
俵

一
人
扶
持
)
は

一
般
同
心

の
基
本

給

(三
〇
俵
二
人
扶
持
)
に
比
べ
て
格
段
に
低

い
。

一
般
同
心

で

一
〇

俵
と

い
う

の
は
見
習

い
と
し
て
の

「仮
抱
入
」
か

「部
屋
住
み
」
に
対

す

る
俸
禄

で
、
「
本
抱

入
」
ま
で
の

一
時
的
な
措
置

で
あ

る
。
こ
れ
は

千
人
同
心
が

一
般
同
心
よ
り
低

い
地
位
だ

っ
た

こ
と
を
示
す
。

一
般
同

心
は
必
要
が
あ

っ
て
武
士
に
付
属
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
千
人
同
心
は
、

表

1
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
必
要
も
な

い
の
に
無
理
に
付
属
さ
せ

た
観

が
あ
る
。

も
ち

ろ
ん
増
員
さ
れ
た
千
人
同
心

の
な
か
に
、
北
条

の
旧
臣

(本
稿

で
呼
ぶ

「武
士
」)
が

い
た
可
能
性
は
否
定
し
な

い
。
し
か
し
何
百
人
も

の

「
武
士
」
が
八
王
子
お
よ
び
そ
の
周
辺
と

い
う
狭

い
地
域
に
所
領
を

も

っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
戦
争
と

い
う
非
常
事
態

の
ゆ
え
に

一
時
的
に
北
条

の
上
級
家
臣
た
ち
が
城

に
詰
め
、
多
く

の

「武
士
」
も

城
に
集
ま

っ
て
い
た
こ
と
は
確
か

で
あ

ろ
う
。

し
か
し
北
条
氏
が
滅
亡
し
た
時
点

で
、
八
王
子

に
所
領
を
持
た
な

い

武
士

は
八
王
子
に
は
何

の
権
利
義
務
関
係
も
な
く
な
る
。
し
た
が

っ
て

生
き
残

っ
た
武
士
た
ち
は
自
分

の
所
領
に
戻
る
は
ず

で
あ
る
。
彼
ら

の

関
心
事
は
新
た
な
支
配
者

で
あ
る
徳
川
氏
に
自
分

の
所
領
が
安
堵
さ
れ

る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
氏
照

の
重
臣

で
、
八
王
子

で
戦
死
し
た
中
山
家

範

の
二
人

の
子
、
照
守
、
信
吉
は
家
康

に
仕
え
、
水
戸
藩
国
家
老

(二

　

万
五
千
石
)
と
な

っ
た

の
を
は
じ
め
と
し

て
、
慶
長
十
三

(
一
六
〇
八
)

年
に
別
に
三
五
〇
〇
石
で
北
条
旧
臣

一
七
人
を
召
し
抱
え
、
さ
ら
に
元

和
四

(
一
六

一
八
)
年
に
は
後

に

「
八
王
子
衆
」
と
呼
ば
れ
る
北
条
旧

臣
を
召
し
抱
え
て

い
る
。
水
戸
家
以
外

に
高
松
や
越
前

の
松
平
家
、
加

賀

の
前

田
家

で
も

北
条
旧
臣

(天
野
氏
、
近
藤
氏
な
ど
)
は
召
し
抱
え

ら
れ

て
い
る
し
、
注

18
で
言
及
し
た
間
宮
氏
や
氏
照

の
小
姓
だ

っ
た
山

角
氏

(
一
〇
五
〇
石
)
、
狩
野
氏
な
ど

の
よ
う

に
旗
本
に
な

っ
た
者
も

少
な
く
な

い
。

徳
川
の
時
代
に
な

っ
て
も
、
彼
ら
武
士
は
傭
兵
と
は
明
ら
か
に
待
遇

が
異
な

っ
て

い
る
。
武
士
は
新
し

い
主
君
に
対
し
て
奉
公
す
る
代
わ
り

に
自
分

の
所
領
を
安
堵
し
て
も
ら
う
。
傭
兵
は
あ
く
ま

で
も
動
員
さ
れ

97-一 一一



7

る
だ
け
で
あ
り
、

一
時
的
な
雇
用

で
あ
る
。
こ
れ
が
後
に

「御
抱
え
筋
」

と

い
う
格
式
に
も

つ
な
が

っ
て

い
く
。

八
王
子
お
よ
び
そ

の
周
辺
は
北
条
氏
照
が
支
配
し
て
お
り
、
落
城
後

は

一
時
無
主

の
地
に
な

っ
た
。武
士
た
ち
が
自
分

の
所
領
に
去

っ
た
後
、

江戸の防衛と八王子

表2組 頭の家筋

文政2年 ◎翻 平同心

66

46

23

9

293

文化7年 ③

組 頭

32

13

13

 

心

i 寛政10年 ⑧

組11`1「 洞,

天正以来
X35

ト

107
慶長以来

家光以来

家綱以来 1
.

※15180-]二 こ

※天正 ・慶長の35家 の うち4家 、お よび家光の時代 に召 し抱 え られた

15家 のうち2家 は、 もともと平同心 だが、当人あるいは父の代 に組

頭に登用 された家筋、,

同心 ・組頭の残存率(文 政2年)

心同

66029
.3%)225

46(6
.s%)675

表3

1且 頭

1壽i麟1器(1・ ・%)

樽劃 老(唖

八
王
子
に
と
ど
ま

っ
て

い
た
の
は
行
き
場
を
失

っ
た
傭
兵
た
ち

で
あ

っ

た
。
無
主

の
地
は
無
法

の
地
で
も
あ
り
、
濫
妨

・
狼
籍

の
危
険
は
大
き

か

っ
た
。
彼
ら
傭
兵
は
早
急

に
再
雇
用
さ
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ

る
。千

人
同
心

が
傭
兵
だ

っ
た
と

い
う
傍
証
を

い
く

つ
か
挙
げ

て
み
よ

う
。
近
世

に
お

い
て
千
人
組

の
同
心

や
組
頭

の
家
筋

の
調
査
が
何
度
か

　

行
な
わ
れ
た

こ
と
が
あ

る

(表
2
)。
そ
し

て
表

2
の
文
政

二
年

の
デ

ー
タ
を
元
に
し
て
天
正
以
来

の
同
心

・
組
頭

の
家
筋
と
増
員
さ
れ
た
同

心

・
組
頭
の
家
筋

の
残
存
率
を
比
べ
て
み
た

(表
3
)。

表

3
に
よ
る
と
増
員
さ
れ
た
同
心

・
組
頭

の
家
筋

の
残
存
率
は
天
正

以
来

の
家
筋

に
比
べ
て
明
ら
か
に
低

い
。

一
〇
俵
か
ら

一
五
俵
と

い
う

「仮
抱
入
」
待
遇

の
俸
禄
だ
け

で
は
自
分

一
人
な
ら
と
も
か
く
、
家
を

維
持

し
同
心

の
地
位
を

子
孫

に
継
承
さ
せ
る
こ
と
は
難
し

い
だ
ろ
う
。

そ

こ
で
同
心
株
は
人
手

に
渡

る
こ
と

に
な
る

(こ
れ
を

「由
緒
番
代
」

と
呼
ん
で
い
る
)。

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
天
正

・
慶
長
か
ら
の
家
筋
が
尊
ば
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
も
ち

ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
次

い
で
み
ら
れ
る
の
が
、

家
光

・
家
綱

の
代
に
岡
心
と
な

っ
た
家
筋

で
あ

る
。
表

2
の
基
礎

に
な

っ
た
一一、
つ
の
デ
ー
タ
の
時
代
分
類
が

一天
正

・
慶
長

・
家
光

・
家
綱
」

で
あ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
同
心

の
人
事
異
動
に
際
し
て
、
そ
の
推

薦
文

に
は

「大
猷
院

(あ
る
い
は
厳
有
院
)
様
御
代
6
代

々
」
な
ど
と

家
光

・
家
綱

の
代
か
ら
の
同
心
で
あ
る
旨
が
特
記
事
項
と
し

て
記
載
さ

れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し

て
家
康

や
秀
忠
、
あ

る
い
は
綱
吉
以
降
の
将
軍

の
代
に

同
心

に
な

っ
た
家
に

つ
い
て
は
管
見

の
限
り
特
別
な
記
載
が
な

い
。
こ
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れ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と

つ
は
家
康

・
秀
忠

の

時
代
に
同
心
に
な

っ
た
家
が
存
在
し
な
か

っ
た
こ
と
、
も
う

ひ
と

つ
は

綱
吉

の
時
代
以
降
に
同
心
と
な

っ
た
家
は
特
記
す
る
ほ
ど
古
く
な

い
と

思
わ
れ
た
こ
と

で
あ
る
。

表
2
に
よ
れ
ば
、
天
正

・
慶
長
か
ら
の
同
心
が

一
五
〇
家
近
く
残
り
、

家
光

・
家
綱

の
時
代

か
ら
の
同
心

が
三
〇
〇
家
近
く
残

っ
て
い
る

の

で
、
家
康

・
秀
忠

の
時
代
か
ら

の
同
心
家

が
全
く

い
な

い
と

い
う

の
は

確
率
的
に
見
て
あ
ま
り
高
く
な

い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
家
光

・
家
綱

の

時
代
が
目
立

つ
の
は
、
増
員
さ
れ
た
同
心

に
と

っ
て
、
ち

ょ
う
ど
代
替

わ
り
の
時
代
だ

っ
た
と

い
う
事
情
、
お
よ
び

「家
」

の
概
念
が
庶
民

の

問
に
は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
傭
兵

の
階
層
で
は

「家
を
継
ぐ
」
と

い
う

意
識
が
希
薄
だ

っ
た
と

い
う
事
情
が
あ
る
だ

ろ
う
。

つ
ま
り
増
員
さ
れ
た
同
心
が
そ
ろ
そ
ろ
引
退
す
る
時
期

に
な

っ
た

が
、
傭
兵

ゆ
え
に
跡
継
ぎ
と
な

る
身
寄
り
も
な
く
、
あ
る

い
は
跡
継
ぎ

に
し
よ
う
と

い
う
意
志
も
な
く
、
彼
ら

の
代
だ
け
で
同
心
株
を
手
放
し

た
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
株

は
徐

々
に
地
元

の
有
力
者
や
甲
州
以
来
の

同
心

の
分
家
に
渡

っ
て

い
っ
た
が
、
こ
れ
が
家
光

・
家
綱

の
時
代
に
重

な

っ
て
い
た
。

こ
の
時
代
は
戦
争
も
な
く
な
り
、
身
分

の
違

い
が
明
ら
か
に
な
り
は

じ
め
て
い
た
。
傭
兵
だ

っ
た
同
心
も

「支
配
階
級

の
は
し
く
れ
」
と
な

り
、
地
元

の
有
力
者
が
金
を
出

し
て
で
も
手

に
入
れ
る
価
値
を
も

つ
よ

う

に
な

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
後

の
千
人
同
心
に
と

っ
て
は
、
家
光

・

家
綱

の
時
代
は
、
千
人
組
と

い
う
組
織
が
身

一
つ
で
戦
場
を
渡
り
歩

い

た
傭
兵

の
集
団
か
ら
有
力
者

(甲
州
以
来
の
同
心
、
八
王
子
の
旧
家
)
の

集
団

へ
の
転
換
期
と
認
識
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
表

3
に
お
け
る

増
員
同
心
の
残
存
率

の
低
さ
、
お
よ
び
家
光

・
家
綱
時
代

の
特
別
な
扱

い
は
こ
う
し
た
事
情
を
裏
づ
け

て
い
る
。

こ
れ
ら

の
こ
と
は
他

の
資
料

で
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
安
永

九

(
一
七
八
〇
)
年

の
山
本
組
同
心

の
由
緒
書
を
み
る
と
、
家
光

・
家

綱

の
時
代
に
同
心
に
な

っ
た
家
は

「何
之
誰
跡
御
番
代
被

仰
付
候
与

申
儀
不
明
御
座
候
」
と
し

て
株

の
入
手
先
を
記
載
し

て
い
な

い
家
が
多

い

(表
4
、

一
二
家
の
う
ち
九
家
)
。
天
正

・
慶
長
以
来

の
家
が
由
緒
書

に
細
か
く
、
し
か
も
誇
ら
し
げ
に
代

々
の
事
績
を
記
し

て
い
る
の
に
、

そ
れ
よ
り
後

の
時
代
に
由
緒
番
代
し
た
家
が
、
番
代

の
経
緯
を
全
く
伝

え

て
い
な

い
の
は
不
自
然

で
あ
る
。

一
方
、
享
和
二

(
一
八
〇
二
)
年

の
中
村
組
同
心
由
緒
書

で
は
、
家

光

・
家
綱

の
時
代

で
あ

ろ
う
が
、
綱
吉
以
降

の
時
代

で
あ
ろ
う
が
、
由

緒
番
代

の
前
後
で
同
心
家

の
名
字

に
変
化
は
な
く
、
名
字

の
継
続
性
を

強
調
し

て
い
る

(表

5
、
家
光
以
降
で
二
四
家

の
う
ち

一
七
家

の
名
字
が

継
続
し
て
い
る
。
残
る
七
家
は
、
当
時
か
ら
み
て
比
較
的
近
い
過
去
に
番
代

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
)
。

た
し
か
に
株

の
入
手
先
が
不
明

の
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う

し
、
同
じ
名

字

の
親
類

の
間

で
由
緒
番
代
が
お

こ
な
わ
れ
、
名
字
が
継
続
す
る
場
合

も
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
由
緒
書
が
ど
ち
ら
か

の
傾
向

で

統

一
さ
れ
て
い
る
の
は
、
書
類
作
成

の
際
に
書
式
が
決
め
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
思
わ
せ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
家
光

・
家
綱
時
代

に
番
代
を
し
た
家
は
、
時
代
や
組

を
問
わ
ず
、
株

の
入
手
先
を
意
図
的

に
隠
し
て
い
る
。
株

の
入
手
先
を

隠
し
た

い
よ
う
な
相
手
か
ら
譲
り
受
け
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な

い
。

こ

う
し
た
点
を
考
え

る
と
、

「同
心
の
増
員
は
北
条
旧
臣
と
有
力
農
民
を

一一95一
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天正以来!慶 長以来

由緒書にみる同心秩 入手先の記載(安 永9年 山本組)

秀忠以来 家光以来 家綱以来 綱吉以降
一 一一一一 一 す一一一

1010 0 4 3・ 23

下_二
_」

一 0
..3 23

表4同 心

同 心 数

記載あ り

綱吉以降

19

家綱以来
5由 緒番代の際の同心名字の継続(享 和2年 中村組)

家光以来秀忠以来
9
0
・

20

「一」、「慶長以来」、 「秀忠以来」の同心

一

 

表
　　てヘ コ　 　 へ　 ド

翻 攣1響」三一一一…]艮=±
※「天正以 来」 の同心1こは由緒番代がないので

で母数がOの 場合は1」 とした。

中

心

に
行

な

わ

れ

た
」
と

い
う
従
来

の

説
も
以
下
の
よ
う

に

す
る
と
、
よ
り
明
確

に
な

る
。
す
な
わ
ち

「
同
心

の
増
員

は
濫

妨

・
狼
籍

の
危
険
を

減
ら
す
た
め
に
旧
傭

兵
層
に
よ

っ
て
ま
か

な
わ
れ
た
が
、
例
外

的

に
北
条
旧
臣
が
含

ま
れ
て
い
た
可
能
性

も
あ
る
」
と
手
直
し

を
す
る
べ
き
で
あ

る

し
、
そ

の
後
に

「傭

兵
層
か
ら
採
用
さ
れ

た
同
心
は
家
光

・
家

綱

の
時
代
に
は
ほ
と

ん
ど
姿
を
消
し
、
同

心
株
は
地
元

の
有
力

者

に

移

っ
て

い

っ

た
」
と
付
け
加

え
る

必
要
も
あ
る
、

(三
)
身
分

の
取
扱

い
の
違

い

最
後
に
身
分

の
取
扱

い
の
違

い
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
戸
籍
と
名
字

の
二
点

に
つ
い
て
触
れ
る
。

一
般
同
心
は
全
員
が
拝
領
屋
敷

(組
屋
敷
)
に
住

み
、
戸
籍

の
取
扱

い
は
庶
民
と
は
区
別
さ
れ
て

い
た
。
千
人
同
心
も
組
屋
敷
露
居
住
す
る

も

の
は
、
同
心

の
家
族
ま

で
御
家
人

の
扱

い
を
受
け
て
い
た
が
、
こ
れ

は
ほ
ん
の

一
部
で
あ
翫
。
大
部
分

の
千
人
同
心
は
村
方

に
居
住
し
、
戸

籍
も
宗
門
人
別
帳

に
よ

っ
て
把
握
さ
れ

て
い
た
。
同
、心
だ
け

の
別
帳
を

つ
く
る
こ
と
も
な
か

っ
た
し
、
人
別
帳

に
名
字
を
記
載
す
る
こ
と
す
ら

許
さ
れ
な
か

っ
た
。

安
永
七

(
毛

七
八
)
年

の
幕
府
裁
定

(勘
定
奉
行
桑
原
成
貞
)

歴
、

千
人
同
心
は
「
同
心
株
所
持
百
姓

に
て
勤
方

の
外
身
分
は
一口
注
と
心
得
」

る
よ
う

に
申
し
渡
さ
れ
た
。
ま
さ
に
傭
兵
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
千
人
同

・い
の
臨
時
雇
川

の
形
態
が
、

一
般
同
心
以
上
に
強
く
残

っ
て
い
る
。

、
寛

政

七

(
・
ヒ
九
五
)
年

に
は
、

五

人
組

帳

や
人
別

帳

に

宇

人

岡

心
L
と

い
う
肩
書
き
を
書
く

こ
と

が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
千
人
同

心

の
特
権
が
村

の
な
か
で
あ

る
程
度
確
保

さ
れ
た
と

い
う
見
方

が
あ

る
・
し
か
し
こ
れ
と
て

「水
車
稼
」
と
か

「質
屋
」
な
ど
と
同
様

に
、

支
配
者
が
領
民

の
農
問
余
業
を
知
る
程
度

の
意
味

で
し
か
な

い
。
近
世

　
ヘ

ロ
こ

に
お

い
て
は
名
字

を
公

に
名

乗
り

、

あ

る

い
は
書
.類

に
.記
す

こ
と

力
塒

権

で
あ

る

の
だ

か

ら
、
人

別
帳

に
肩

托
日
き

の
記
載

し
か

認
め

・り
れ

な
か

ヘ

ラ

っ
た

の
で
あ

れ

ば

、
法

的

に

み

て
他

の
だ旧
姓
と

何

ら
変

わ
り

は

な

v
、

庶
民
が
千
入
同
心
を
見

る
ー-
も

幕

刀
ん
L
と

い
・つ
凱口識

で
あ

っ
た
。

「帯
刀
人
」
と
は
当
時

の
語
感
で
は

籏

本
や
公
家
な
ど

の
家
来

に
惣

り

・

そ

の
権
威

を

借

り

て
名
字

を

名

乗

っ
た

り
帯

刀

し

て

い
る
も

の
L
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と

い
う
意
味
を
も
ち
、

い
わ
ゆ
る

「武
士
」

で
は
な

い
。
「名
字
帯
刀
」

と
は
公
務

の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
常

に
名
字
を
名
乗
り
、
,両
刀
を
帯
び

る
こ
と
の
で
き
る
権
利
で
あ
る
。
千
人
同
心
は
公
務

の
と
き
以
外
は
名

字
帯
刀
を
認
め
ら
れ

て
お
ら
ず
、
も
し
公
務
以
外

で
名
字
を
名
乗
り
、

帯
刀
す
れ
ば
、
不
法
な
存
在
と
し
て
の

「帯
刀
人
」
と
認
識
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

つ
ま
り
千
人
同
心
は
名
字
帯
刀
を
許
さ
れ
た
百
姓
が
も

つ
ほ

ど

の
特
権
す
ら
も

っ
て
い
な

い
と

い
え

る
。
同
じ

「同
心
」
と
は

い
っ

て
も
、

一
般

の
同
心
と
千
人
同
心

で
は
こ
う
し
た
違

い
が
あ
る
。

「
江
戸
の
防
衛
」
の
幻
想

千
人
組

の
設
置

の
目
的
は
甲
州

口
の
防
衛

で
あ

る
と

い
わ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
が
ど

の
程
度
本
当

で
あ

る
か
を
検
証
し
て
み
た

い
。

千
人
組
は
結
成
以
来
、
奥
州
や
名
護
屋

へ
の
出
陣
を
は
じ
め
、
あ
ら

ゆ
る
合
戦
に
動
員
さ
れ

て
い
る
。
甲
州
口
の
防
衛
が
任
務

で
あ
る
な
ら
、

な
ぜ
千
人
組
を
守
備
隊
と
し

て
八
王
子

に
残
さ
な
か

っ
た

の
で
あ

ろ
う

か
。
こ
の
こ
と
は
甲
州
口
の
防
衛
が
多
分
に
名
目
で
あ

っ
た
こ
と
を
思

わ
せ
る
。
動
員
に
よ

っ
て
千
人
同
心

(餌
元
傭
兵
集
団
)
を
八
王
子
か

ら
切
り
離
し
て
住
民
を
安
心
さ
せ
、
さ
ら

に
は
傭
兵
に
活
躍

の
場
を
与

え
る
こ
と
ま
で
意
図
し
て
い
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
千
人
組

設
置

の
本
当

の
目
的
は
前
述

の
よ
う
に
失
業
者

の
救
済
だ

っ
た
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

八
王
子

の
軍
事
的
重
要
性

に

つ
い
て
も
再
検
討

が
必
要
で
あ

ろ
う
。

家
康
が
関
東
に
移
封
さ
れ
た
後
に
、
甲
斐
国
に
は
秀
吉
の
養
子

で
あ
る

羽
柴
秀
勝
が
配
さ
れ
、

つ
い
で
秀
吉
が
信
頼
す
る
浅
野
長
政

・
幸
長
父

子
が
入

っ
て
き
た
。

つ
ま
り
秀
吉

は
甲
斐
国
を
対
徳
川

の
最
前
線
と
考

え

て
重
視
し
、
有
力
大
名
を
配
備
し
た
た
め
、
関
東
と
甲
斐
国

の
緊
張

が
高
ま

っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し

て
八
王
子
は
こ
れ
ら
豊
臣
政
権

の
有
力

大
名

に
対
す
る
備
え
と
し

て
軍
事
的
な
重
要
性
が
あ

る
と
さ
れ

て
き

た
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
徳
川
方
も
守
り
を
固
め
る
は
ず

で
あ
る
が
、
そ

う
は
な

っ
て
い
な

い
。

当
時

の
軍
隊
は
騎
馬
を
中
心
と
し
て
、
弓
、
鎗
、
鉄
砲
な
ど

の
各
隊

か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
状
況
に
あ
わ
せ

て
そ
れ
ら
を
使
う

の
が
戦
争

の
や
り
方
だ

っ
た
。
そ
れ
を
考
え
る
と
千
人
組
は
軍
事
組
織
と
し

て
は

明
ら
か
に
異
例

の
編
成

で
あ

る
。
名

こ
そ

「
千
人
」
と
勇
ま
し

い
が
、

軍
隊
と
し
て
み
た
場
合
に
は
武
士
が
わ
ず
か
に

一
〇
人
と
そ
の
下
に
雑

兵
が

一
〇
〇
〇
人

で
あ
る
。
こ
の
中
で
正
規

の
戦
闘
員
は
武
士
で
あ
る

千
人
頭

一
〇
騎
と
、
あ
と

は
せ

い
ぜ

い
彼
ら
が
軍
役
と
し
て
動
員
す
る

侍

を
合
計
し

て
も
お
そ
ら
く

三
〇
人
前
後

で
あ
ろ
う

(残
り
は
千
人
頭

の
荷
物
持
ち
な
ど
個
人
的
な
身

の
回
り
の
世
話
を
す
る
非
戦
闘
員
で
あ
る
)
。

傭
兵

で
あ
る
千
人
同
心
を
戦
闘
員
と
仮
定
し

て
も
、
こ
の
程
度

の
軍
備

で
は
秀
吉

の
軍
隊
に
対
抗

で
き
る
と
は
思
え
な

い
。

家
康
が
自
分

の
信
頼
す
る
譜
代
の
家
臣

で
は
な
く
、
転
封
先

で
新
た

に
採

用
し
た
人
員
が
全
体

の
八
割
近
く

(
一
〇
〇
〇
分
の
七
五
二
)
を

占
め
る
軍
隊
を
配
備
し
た
意
味
を
考
え
る

べ
き

で
あ

る
。
ま
し
て
八
王

子
は
激
し

い
銃
撃
戦

の
末

に
落
城
し
て

い
る
の
で
、
鉄
砲

の
威
力
は
身

に
し
み
て
わ
か

っ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ

ず
か
の
武
士
を
指
揮
官
と
し

て
長
柄
だ
け

の
雑
兵

一
〇
〇
〇
人
し
か
配

備
し
な
か

っ
た
の
は
他
に
理
由
が
あ

る
に
ち
が

い
な

い
。

つ
ま
り
八
王

子
は
当
時
、
甲
州
口
の
守
り
と
し

て
は
軍
事
的
に
重
要

で
は
な
か

っ
た

一93一



(11)
江 戸 の 防 衛 と 八{lI.f

の

で

、

千

人

組

の
配

備

だ

け

で

十

分

だ

っ
た

と

い
う

理

由

で

あ

る

(「
配
備
」
と
は

い
っ
て
も
前
述

の
よ
う

に
軍
事
動
員
で
八
王
子
を
空
け
て

い

る
こ
と
の
ほ
う
が
多

か

っ
た
)
。

確

か

に
江

戸
は

甲
州
道

中

で
八
王

子
を

経
由

し

て
甲
斐

国
と

つ
な

が

っ
て

い
る
。
し

か
し
、

そ

れ
は

江

戸
時
代

に
な
り

、
街
道

が
整

備

さ
れ

れ

て
か
ら

の
こ
と

で
、
当

時

、
.四
か

ら
関
東

に
侵
入

す

る

ル
ー

ト
と

し

て

は
、
箱

根
を

越
え

る
か
、

碓

氷
峠

を

越
え

る
も

の
が

一
般
的

だ

っ
た

よ

う

で
あ

る
。

永

禄

十

二

(
一
五
六
九
)
年

に
武

田
信

玄

が
小

田
原
を

攻

め

た
と

き

の
ル
ー
ト
は

甲
府

か
ら
北

上

し
、

信
州

に
入

り
、
碓

氷

峠

か
ら
関

東

に

侵

入

し

て
き

た
。
退

却
ケ

る
と

き

は

田
模

の
津
久

井

か
ら

川
沿

い
に
甲

斐

に
入

っ
て

い
る
。

天
正

十

(
一
五
八

二
)
年

に
武

田
氏

が

滅

ん
だ

と

き

に
は
、
逆

に
北
条
が

甲
斐

を

攻

め
た
。

こ

の
と
き

に
は

L
州

松
井

田

か

ら

や
は
り
碓
氷

峠
を

経

て
信

州

に
人

り
、

諏
訪

の
高
島

城

を
落

と

し

て
か
ら

甲
斐

に
向

か

っ
た

。
天

正

卜

八
年

、
秀

占

が
小

川
原

を
攻

め

た

と

き

に
は

、
本

隊

は
箱

根

(東
海
道
)

ル
ー

ト
、
前

田

・
上
杉

ら

北

国

隊

は
碓

氷
峠

の
ル
ー
ト

で
小

川
原

を
包

囲

し
た
。

唯

一
の
例
外

は
永

禄

卜

諸
、年

に
甲
斐

上

野
原

の
小
山

田
信

茂

が
信

玄

に
呼

応
し

て
小
仏

峠
を

越
え

て
八
下

.r
に
侵
入

し
た

例
だ

が

、
北
条

側

は

そ

の
前

後

で
何

の
対

策
も

と

っ
て

い
な

い
。
小
山

川
や
加
藤

虎

景

ら

が

上
野

原

で
武

田

の
加
勢

で
あ

る

こ
と

は
前

々
か

ら
わ

か

っ
て

い
る

の

に
小

仏

峠

の
守

り

は

固

め

ら

れ

て

い
な

い
の
で

あ

る

。

ま

た
慶

応

四

(
一
八
六

八
)
年

に
は
東

由

道
鎮

撫

軍

が

甲
州

道

中

を

通

り

、

小

仏

峠

を
越

え

て
江
戸

に
向

か

っ
た
が

、

こ

の
と

き
は

す

で
に
街
道

が
整

っ
て

お

り
、

八

王

子
か

ら
江

戸

へ
は
街

道

伝

い
に
進

め

ば

よ
か

っ
た

の
で
、

事

情
が

異
な

っ
て

い
る
。
例

外

の
中

に
も
入

ら
な

い
で
あ

ろ
う

。

甲
斐

を
通

っ
て
武
蔵

に
入
る

ル
ー
ト

は
、
主
な

も

の

で
桧

原

ル
ー

ト

(桐
原
経
由
)
と

奥
多

摩

ル
ー
ト

(小
菅
経
由
、
柳
沢
峠
経
由
、
大
菩
薩
峠

経
山

)
、

そ

し

て

八
王

子

ル
ー

ト

(小
仏
峠
経
由
、
和

田
峠
経
由
)
が
考

え

ら
れ

る
。
し

か
し

い
ず

れ

の
ル
ー

ト
も
峠

や

川
が

い
く

つ
も

あ

っ
て
、

人

や
物

の
移

動

が
大
変

で
あ

る
。

こ

の
な

か

で
戦

国
時

代

に
比
較

的
使

わ

れ

た

の
が
大

菩

薩

峠

と

和

田
峠

の

ル
ー

ト
だ

っ
た
。

「
古

甲
州

道

」

と
呼

ば

れ
る

の
は
、

こ

の
和

田
峠
越

え

の
道

で
あ

る
。

無
理

に
甲
斐

か

ら
直
接

武

蔵

に
入

る

こ
と

を
考
え

ず

に
、
地

形
を

み

て
軍

隊

を

動

か
す

ル
ー

ト
を
考

え

れ
ば

、
甲

斐

か

ら
相

模

(津
久
井
)

を
経
由

し

て
関

東

に
入

る

ル
ー
ト

(武

田
信
玄
が
永
禄
卜
二
年

に
退
却
路

と
し
て
逆

に
進
ん
だ

ル
ー
ト
)
が
最

も
n

然

で
あ

る
。

f

人
頭

が
甲

州

に

い
た
と

き

に
は
、

甲
斐

の
九

つ
の
口
を
守

備
す

る

道
筋

奉
行

と

い
う
役

H

を
も

っ
て

い
た

が
、

こ
の
九

つ
の
ル
ー
ト

を

み

る
と
小

仏
を

越
え

る
も

の
は
な

い
。

し
か
し

津
久

井

ル
ー
ト

は
記

さ
れ

て

い
ゑ
。

し
た

が

っ
て
当
時

の
小

仏
峠

は
軍

隊

の
通
過

が
物

理
上

は
可

能

で
あ

っ
た
と

し

て
も

、

ル
ー
ト
と

し

て

の
戦
略

上

の
重

要
性

は

低

か

っ
た

と

み
る

べ
き

で
あ

る
。

つ
ま
り

信
玄

の
時
代

か

ら
甲
斐
-

武

蔵

の

ル
ー
ト

は
津
久

捧
を

経
由

す

る

の
が

、
般

的
だ

っ
た

の
で
あ

る
,

も

し

江
戸

の
防
衛

の
た

め
に
守

備
隊
を

置
く

の
で
あ

れ
ば

、
八
E

.r

よ
り

も
む

し

ろ
津
久

片

の

ほ
う

が
妥
当

で
あ

ろ
う

{掌
実
、
小
川
原
や

碓
氷
峠
な
ど
西
か
ら
関
痕
に
侵
人
す

る
ル
ー
ト
は
家
康

の
信
頼
す

る
有
力
家

臣

で
固
め
ら
れ
て

い
る
と

そ

れ
が

八
E
f

に
置

か

れ
た

の
は
、
軍
事

的

重
要

性

よ
り
も

失
業

者

が
そ

こ
に

い
た

か
ら

で
あ

る
。

八
王
f

は
軍
事

的

に
は
安

全

で
あ

り
、

そ
れ

ゆ
え

に
軍
事

組
織

を
も

た

な

い
代
官

陣

屋
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(12)

を
集
中
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
失
業
者
さ
え
町
を
う

ろ

つ

か
な
く
な
れ
ば
、
代
官
陣
屋
だ
け
で
治
安
維
持
は
十
分
に
可
能
で
あ

っ

た
ろ
う
。

八
王
子
が
江
戸
防
衛

の
重
要
拠
点
と

い
う

の
は
ど
う

や
ら
甲
州
道
中

の
存
在
が
あ
た
り
ま
え

の
世

の
中

に
な

っ
た
時
代

の
歴
史
認
識

の
よ
う

で
あ
る
。
千
人
組

の
設
置
目
的
が
江
戸
の
防
衛
と
か
八
王
子

の
治
安
維

持
な
ど
と

い
う

の
は
名
目
に
過
ぎ
な

い
。

失
業
者

の
大
量
雇
用
を
行
な

っ
た

の
は
統

一
政
権
を
徹
底
さ
せ
る
た

め
で
あ

る
。
「濫
妨

・
狼
籍
」
を

い
く
ら
禁
止

し
た
と
し
て
も
、
そ
の

日
の
糧

に
も
困

る
人
が
大
量

に

い
た

の
で
は
、
禁
令
も
効
果
は
な

い
。

安
易
に
考
え

れ
ば
罰
則
を
厳
し
く
す
る
と

い
う
方
法
も
あ

る
だ
ろ
う
。

し
か
し
最
も
賢
明
な
の
は

「
濫
妨

・
狼
籍
」
を
し
な

い
で
済
む
社
会
を

つ
く

る
こ
と

で
あ
る
。
千
人
同
心

の
成
立
に
関
す
る
研
究
も
そ
う
し
た

視
点

か
ら
の
分
析
が
必
要

で
あ

る
。

注ユ23

『八
王
子
干
人
同
心
史
資
料
編
1
』

(八
王
予
市
教
育
委
員
会
発
行
、

一
九
九
〇
年
、

以
下

『同
心
史

(資
1
)
』)
、
ニ
ヒ
四
ペ
ー
ジ
。

千
人
組
同
心
紅
頭
の
塩
野
所
左
衛
門
が
著
し
た
八
王
子
の
歴
史
書
。
千
人
組
を
中
心

と
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
文
政
ヒ
年
成
立
。
活
字
本
と
し
て

『桑
都
口
記
』

(
一
九

七
三
年
)、
『桑
都
口
記
続
編
』

(
一
九
七
一
、年
)
が
、
鈴
木
龍

.
一記
念
刊
行
会
か
ら

発
行
さ
れ
て
い
る
。

林
大
学
頭
を
総
裁
と
し
た
幕
府
編
纂
に
よ
る
武
蔵
国
の
地
誌
。
天
保
、兀
年
に
幕
府
に

上
程
さ
れ
た
。
千
人
同
心
が
か
か
わ
っ
た
の
は
、
多
摩
郡
四
〇
巻
、
高
麗
郡

一
〇
巻
、

秩
父
郡
二
〇
巻
の
分
。
地
誌

の
探
索
に
は
干
人
頭
原
胤
敦
ほ
か
原
家
か
ら
二
名
、
同

心
組
頭

・
植
田
十
兵
衛
ほ
か
八
名
が
参
加
し
て
い
る
。

4

千
人
同
心

の
成
立
に
関
す
る
記
述
で
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
そ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
ひ
と

つ
ひ
と

つ
論
文
名
ま
で
あ
げ
る
こ
と
は
し
な

い
。

5

鎌
倉
時
代

の

「武
k
」

の
定
義
に
つ
い
て
は
、
錦
織
勤

「
鎌
倉
幕
府
法
に
み
え
る

「武
士
」
に

つ
い
て
」
(
『目
本
歴
史
』
六
〇
八
号

　
九
九
九
年

}
月
)
を
参
照
し
た
。

6

「
所
領
の
安
堵
」
と

「動
員

の
義
務
」
が
武
上
の
基
本
で
あ
る
。
御
恩
と
奉
公
は
所

領
を
媒
介

(知
行
)
と
し
て
い
る
だ
け
に
、
代
々

(譜
代
)
に
わ
た
る
主
従
関
係
と

な
る
。
こ

の

「譜
代
」
と

い
う
関
係
は
時
代
と
と
も
に
多
分
に
ス
テ
イ
タ
ス

(「譜

代
席
」
と
か

「准
譜
代
席
」
な
ど
)
に
な
り
、
後
に
は
切
米
取
り
で
も
、
つ
ま
り
領

地
が
な
い
の
に
軍
役
を
負
う
者
が
で
た
り
し
た
。
こ
う
し
た
現
象
は
武
士
の
本
質
的

な
性
質
か
ら
派
生
し
て
、
平
和
な
時
代
に
は
格
式
と
し
て
授
与
や
剥
奪
の
対
象
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
ゆ
え
に
起
こ
っ
た
。
結
局
、
武
士
の
基
準
と
し
て
残
る
の
は
権
利
や

名
誉

で
は
な
く
、
空
君
に
対
し
て
動
員
の
義
務
を
負

っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

「兵
根
給
付

の
有
無
は
、
民
兵
と
武
士
と
を
峻
別
す
る
亜
要
な
指
標
と
み
る
こ
と
が

で
き
る

(藤
木
久
志

『村
と
領
主

の
戦
国
世
界
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
ヒ

年
、

一
六
三

ぺ
ー
ジ
)」
と
い
う
の
も
動
員
の
義
務
の
有
無
を
武
土
の
基
準
と
す
る

の
と
岡
趣
旨

で
あ
る
。
武
士
は

「御
恩
」
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
白
弁
で
人
員
を
引

き
連
れ
る
。
民
兵
は
戦
争
に
動
員
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
動
員
す
る
側
が
手
当
て
を
支

給
す
る
の
で
あ
る
。
勝
俣
鎮
夫

『戦
国
法
成
立
論
』
(東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
ヒ

九
年
)
も
参

照
。

7

天
正
九

(
一
五
八

一
)
年
三
月
二
十
口
付
で
小
-.
人
頭
の
荻
原
豊
前
に
与
え
ら
れ
た

朱
印
状
に
よ
る
と
、
荻
原
の
同
心

↓
○
人

(名
字
は
な
い
)
に
対
し
て
普
請
役
の
免

除
を
与
え
て
い
る
史
料
を
は
じ
め
、
「
荻
原
豊
前
守
同
心
」
と

い
う
肩
嘗
き
を
も

つ

農
民
に
免
許
を
与
え
た
も

の
も
残

っ
て
い
る
。
『同
心
史

(資
1
)』

一
五
九
ペ
ー
ジ
。

他
に
村
上
直

「八
王
子
千
人
同
心

の
成
立
」
『信
濃
』
第

魂
七
巻
第

一
号
五
『
、
五

四
ペ
ー
ジ
に
も
資
料

(『甲
斐
国
占
文
書
』
、
『甲
斐
国
志
巻
之
百
十
九
』
所
収
資
料
)

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

8

機
械
的
な
分

類
の
少
数
の
例
外
と
し
て
十
津
川
村
の
例
が
あ
る
。
ま
た
明
治
二
、
三

〇
年
代
の
上
族
編
人
運
動
は
多
分
に
政
治
的
な
運
動
で
あ
り
、
客
観
的
な
基
準
に
よ

る
認
識
で
は
な

い
。

9

左
に
あ
げ
た
雑
府
の
職
制
図
を
み
る
と
、
勘
定
奉
行
の
ド
に
勘
定
紅
頭
か
ら
支
配
勘

定
ま
で
が
同
列
に
並
ん
で
い
る
が
、
こ
の
図
は
奉
行
と
各
役
職
と
の
指
揮
命
令
系
統

一91一
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幕
府
職
制

(勘
定
所
お
よ
び
千
人
組
関
係
)

老

中

勘

定

奉

行

勘
定
吟
味
役

遠

国

奉

行

勘
定

組

頭

勘

定

金

奉

行

蔵

奉

行

諸

国

代

官

支

配
勘

定

鎗

奉

行

千

人

頭

↓

(千

人

頭

)

L

を

あ

ら

わ

し

て

い
る

。

つ
ま

り

こ
れ

ら

の
役

職

が

す

べ
て

同

格

で
あ

る

わ
け

で

は
な

く

、

図

1

に
み

ら

れ

る

よ

う

な

ラ

ン

ク
が

存

在

し

た

。

ま

た

勘

定

奉

行

(
一.、
○

○

○

石

高

)
と
勘

定

吟

味

役

(
五

〇
〇

石

高

〉
も

老

中

支

配

の
ド

で
並

列

さ

れ

て

い
る
が

、

同

様

の
理

山

で
両

者

は

同
格

で

は

な

い
、

藤

井

譲

治

編

『
日
本

の
近
世

3
』

(中

央

公

論

社

、

.
九

九

、
年

)

.
六

ニ

ペ

…

ジ

。

天

正

十

年

の
時

点

に
お

け

る

下

人

頭

九

人

の
所

領

の

合

計

は

九

一一、五

貫

文

で

あ

る

。

千

人

頭

窪

田
家

の
由

緒

許

(
凹
同

心

史

(資

1
)

..、
ペ

ー

ジ
』
)

に

は

.
貫
文

が

.
○

石

と

計

算

さ
れ

て

い
る

の

で
、

合

計

を

石

高

に

直

す

と

九

..一五

〇

石

で

あ

る

。

千

人

頭

.
人

あ

た
り

平

均

.
O

O

O

石
余

と

な

る

が

、

幕

府

の
軍

役

を

み

る

と

.
O

O

O

石

の

武

七

が
動

員

す

る

人

数

は

合

計

で

.
一
.
人

(笹

問
良

彦

　江

.戸
幕

府

役

職

集

成

(増

補

版

と

雄

山

閣

、

.
九

九

〇

年

、

κ
e

ヘ
ー

ジ

)

で
あ

る

天
正

卜
年

の
段

階

と

後

の
江

.戸
幕

府

の
軍

役

負

担

が

同

じ
と

は

限

ら

な

い
が

、
動

員
能

力

に

そ

れ

ほ

ど

違

い
は

な

い
こ
と

を

前

提

に

し

て

こ

こ
で

は
幕

府

の
軍

役

規
定

を

援

川

す

る

、

….国

史

た

辞

血
a

(占

川

弘

文

館

v

.
○

巻

、

.

.

.
四

ぺ

…

ジ

、

耐

心

」
.

村

ル

益

男

氏
稿
。

藤
木
久
志

『雑
兵
た
ち
の
戦
場
』

(朝
日
新
聞
祉
、

、
九
九
κ
年
、
特
に

「
W
戦
場

か
ら
都
市

へ
1
雑
兵
た
ち
の
行
方
」
を
参
照
)

141.51617181920

そ
の
他
の
救
済
策
と
し
て
は
、
八
王
子
の
町
を
新
た
に
建
設
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

雇
用
機
会
を
増
や
し
た
。
「当
所
江
宿
越
之
名
前
控
」

(『同
心
史

(通
)
』
三
九
ぺ
ー

ジ
)
に
は
八
王
子
建
設
の
た
め
に
集
ま

っ
た
浪
人
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

天
保
六

(
一
八
三
五
)
年
二
月
の
時
点
で
は

一
〇
俵
高
の
同
心
は
四
六
六
人
、

二

俵
か
ら

」
五
俵
の
同
心
は
二
四
八
人
と
な

っ
て
い
る
。
た
だ
し
千
人
同
心
の
俸
禄
は

一
〇
俵
を
越
え
る
分
に
つ
い
て
は
譲
渡
が
可
能
で
あ

っ
た
の
で
、

一
〇
俵
の
同
心
が

必
ず
し
も
慶

長
五
年

の
採
川
と
は
限
ら
な

い
。

笹
間
良
彦

『足
軽
の
生
活
』
(雄
山
閣
、

一
九
九

一
年
、
一
二

六
、
一二

九
ペ
ー
ジ
)
、

『江
戸
幕
府
役
職
集
成

(増
補
版
ご

(三
〇
三
ペ
ー
ジ
)
な
ど
。
な
お
千
人
同
心
の

見
習

い
は
無
給
で
あ
る
。

コつ

じ

ぐ

る

た
と
え
ば
北
条
氏
照

(八
王
子
城
主
。
小
田
原
北
条
氏
三
代
氏
康

の
三
93
。
四
代
氏

さ

し

の

政

の
弟
)
が
来
住
野
大
炊
助
に
あ
て
た
永
禄
九

(
一
近
六
六
)
年
の
着
到
状
に
は
、

大
炊
助
が
戦
争
の
際
に
徒
歩
侍

一
人
と
長
柄
の
足
軽

一
人
を
動
員
す
る
旨
が
記
さ
れ

て
い
る

(ド
由
治
久
著

『八
王
f
城
主

・
北
條
氏
照
』
、
た
ま
し
ん
地
域
文
々
浮
監
畠
,

.
九
九
四
年
、
四
二
号
文
書
)
の
で
、
大
炊
助
は
武
L
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
後
世
の

イr
人
同
心
の
な
か
に

「木
住
野
」
の
名
字
を
も
つ
者
が
い
る
。
こ
の
木
住
野
が
大
炊

助
の
r
孫
か
ど
う
か
は
確
定
で
き
な

い
が
、
そ
の
旺
能
性
は
あ
る
。
「木
住
野
」
氏

は
家
光

の
時
代
に
紅
頭
に
な

っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
氏
照
の
歴
臣

の

一
人
で
あ

る
問
宮
綱
信
は
武
蔵
国
久
良
岐
郡
氷
取
沢
郷

(現
横
浜
市
磯
r
区
域
)
に
所
領
を
も

っ
て
い
た
。
八
王
子
落
城
後
、
綱
信
は
家
康

か
ら
κ
○
○
石
与
え
ら
れ
、
r
孫
は
旗
本
と
し
て
続

い
た
。
『田
山口回
旧
領
取
調
帳
』

に
よ
る
と
、
氷
取
沢
村

.
κ
○
石
余
は
間
宮
兵
庫
の
知
行
で
あ
り
、
近
く
の
中
堆
村

へ.
..
、O
石

)
も
問
宮
帯
刀
の
知
行
と
な

っ
て
い
る
,

氏

照

の

旧

臣

の
行

方

に

つ

い
て

は

、
八

E

.r
疸

史

ド
巻

雲

八
L

r

市

火

型

.ん

委

員

会

編

、

.
九

六

し

年
∴
、

四

六

一
～

κ

一
〇

へ
ー
ジ

の

「
り
」
秀
着
口
の
関

東

攻

め

と

小

川
原

の
降

伏

」

を

参

照

,

9

、
八

E

f

f

人

同

心

関

係

史

料

集

,
第

.
集

(
八
E

・r
市

教

育
委

員
会

、

、
九

八

八

年
↓
、

.
一
・
・
ペ
ー

ジ

,

悩

、桑

都

日
記
凹

九

〇

〇

～

九

〇

、
ペ

ー
ジ

,

C
野

口

正

久

「
「
寛

政

の
改

革

」

と

八

E

r

r

人

同

心
」

(
矧多

摩

の
あ

ゆ

み
"

.

.
畠一.ロゲ
、

.

.

五

ペ

ー

ジ

)
。

八

王

f

に

移

住

し

て
き

た

同

心

.
一四

八

人

の
う

ち

組

頭

は

.
:
..人

い

て

(
『
同

心
史

(通

)
』

八

ペ

ー

ジ

)
、

彼

ら

は

「
天

正

以

来

の
組

頭

の
家

筋

」

と

呼

一90一
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ば
れ
る
。
ま
た
家
康
の
関
東
移
封
か
ら
関
ヶ
原
の
合
戦
ま
で
の

一
〇
年
間
に
、
組
頭

は
七
七
人
が
採
用
さ
れ

(「慶
長
以
来
の
組
頭
の
家
筋
」
)、
合

計
で

一
〇
〇
人
に
な

っ
た

(組
頭
と
岡
心
を
区
別
し
て
採
川
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
必
要
人
員
を
区
別
な

く
採
用
し
た
後
に
、
組
頭
を
任
命
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
)
。
両
者
を
合
わ
せ
て

「天
正
慶
長
以
来
め
家
筋
」
と
か

「天
慶
以
来

の
家
筋
」
な
ど
と
表
現
す
る
。

文
政
二

(
一
八

一
九
)
年
に
千
人
頭
河
野
通
泰
は
同
心
の
家
筋

の
調
査
を
行
な

っ

た
が
、
天
正
以
来
の
組
頭
は
二
三
人
、
慶
長
以
来

の
組
頭
は
九
人
と
な

っ
て
い
る
。

前
者
の
二
三
人
は
、
た
ま
た
ま
八
王
子
に
移
住
し
て
き
た
組
頭

の
人
数
と
同
じ
で
あ

る
が
、
慶
長
時
代
の
紅
頭
の
家
筋
が
文
政
時
代
と
全
て
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
、
『同
心
史

(通
)
』
八
ペ
ー
ジ
と

『桑
都
日
記
』
九
〇
〇

ぺ
…
ジ
の
紅
頭
の
姓

を
比
較
す
る
と
、
ほ
ぼ
同
じ
家
筋
が
続

い
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。
岡
心

の
家
筋
調

査
は
何
度
か
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

「安
永
九
年
二
月
千
人
頭
山
本
組
同
心
由
緒
書
」

(『江
戸
幕
府

千
入
同
心
関
係
資
料

調
査
報
告
』
、
東
京
都
教
育
委
員
会
、

一
九
八
八
年
、
八
三
～

一
〇
〇
ペ
ー
ジ
)

「享
和
二
年

=

一月
千
人
頭
中
村
組
同
心
由
緒
書
」

(右
岡
資
料

一
〇
二
～

一
一
二
ぺ

ー
ジ
)

拙
稿

「千
人
同
心
の
訴
訟
と
そ
の
変
容
」

の
注
14
を
参
照

(『創
価
大
学
人
文
論
集
』

第

一
〇
号
、

一
九
九
八
年
、

一
七
六
ペ
ー
ジ
)。

組
屋
敷
に
居
住
す
る
岡
心
の
人
数
は
寛
永
十
六

(
一
六
三
九
)
年
三
月
に
は
七
胤
人

(
『桑
都
日
記
』
二
〇

一
ペ
ー
ジ
)
、
寛
文
七

(
一
六
六
七
)
年

閏
二
月
に
は

一
〇

一

人

(同
三
二

一
～
二
六
ペ
ー
ジ
)
、
安
永
ヒ

(
一
七
七

八
)
年

に
は

一
〇
〇
余
人

(
『桑
都
日
記
続
編
』
三
〇

一
ペ
ー
ジ
)
、
文
政
七

(
一
八
二
四
)
年
十
二
月
に
は
八

二
人

(同

一
〇
〇
九
ペ
ー
ジ
)、
嘉
永
五

(
↓
八
五
二
)
年
六
月
で
は
ヒ
○
人
程
度

と
な

っ
て
い
る

(『
八
王
子
千
人
同
心
関
係
史
料
集
』
第
三
集
、
八
王
子
市
教
育
委

員
会
、

一
九
九
〇
年
、

一
八
ペ
ー
ジ
)
。

拙
稿

「千
人
同
心
の
任
務
と
幕
府
の
対
応
」

(『創
価
大
学
創
立
二
五
周
年
記
念
論
文

集
』、

一
九
九
五
年
、

一
一
一
九
ペ
ー
ジ
)。

『桑
都
日
記
続
編
』

二
九
九
ぺ
ー
ジ
。

『小
山
晶
家
文
書

(四
)』

(多
摩
市
教
育
委
員
会
、

一
九
八
七
年
)
、
九
〇
ぺ
ー
ジ
。

辻
達
也
編

『日
本
の
近
世
10
』

(中
央
公
論
社
、

一
九
九
三
年

)
五
八
ペ
ー
ジ
の
記

述
を
ま
と
め
た
。

29303132

五
〇
〇
石
ク

ラ
ス
の
武
士
が
動
員
す
る
侍
は
慶
安
の
軍
役
令
で
は
二
人
と
な

っ
て
い

る

(笹
間
良
彦

『江
戸
幕
府
役
職
集
成
』
参
照
)。

慶
長
六

(
一
六
〇

こ

年
、
江
戸
-
高
井
戸
が
開
通

(『国
史
大
辞
典
』
五
巻
、
三

七
八
ペ
ー
ジ
、
「甲
州
道
中
」
、
手
塚
寿
男
氏
稿
)
。
八
王
子
の
交
通
路
に
つ
い
て
は

『八
王
f
市
史
下
巻
』
五

一
九
～
五
三
五
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

千
人
頭
山
本
氏
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
『桑
都
口
記
』
、
八
ペ
ー
ジ
、
『岡
心
史

(通
)』

一
ニ
ペ
ー
ジ
参
照
。

参
勤
交
代
で
小
仏
峠
を
越
え
る
大
名
は
、
高
島
、
高
遠
、
飯
田
の
三
藩
だ
け
だ

っ
た

の
で
、
近
世

に
お
い
て
も
多
人
数

の
通
行
に
は
不
向
き
な
街
道
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
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